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第六次日の出町長期総合計画
（基本構想・前期基本計画）

概 要 版

町では、令和８年度から令和15年度までを計画期間とする「第六次日の出町長期総合計画」を
策定しました。今後８年間をかけて、目指すまちの将来像の実現に向けて全力で取り組んでまいり
ます。�

日の出町には、首都圏でありながら暮らしに豊かさと安らぎを与えてくれる「美しい自然」があり、
このまちに誇りと愛着を持って暮らす温かい「人」がいます。
圏央道の開通や大型商業施設の開業などにより、生活の利便性は飛躍的に向上し、
暮らしやすい住宅都市としての魅力を確立しつつあります。

地域資源の魅力を最大限にいかすことで、自然と都市が調和した便利で快適なまちを実現します。
年齢や性別、障がいの有無などにかかわらず、安心して人がつながり、

支えあう地域をつくるとともに、若い世代からも選ばれるまちに向けた取組を進めることで、
誰もが暮らしたくなるまちを実現します。

　基本構想

みんなでつくろう日の出町
 『暮らしたくなるまち』の実現

2026 ▶ ▶ ▶

▶ ▶ ▶ 2033
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計画策定の背景と目的
「長期総合計画」は、長期的な視点でまちの目指す姿を定め、その実現に向けた取組などを示す、
まちづくりの指針となる計画です。日の出町では、人口減少・少子高齢化が進行し、まちの活
力維持や安定的な行政サービスの提供に及ぼす影響が懸念されています。一方で、近年のデジ
タル化の急速な進展は、柔軟で多様な生活や働き方を実現させており、私たちの社会は大きな
変革の時期を迎えています。
こうした社会環境の変化に対応し、日の出町が今後も自律的で持続的なまちを実現するため
には、まちに関わるすべての人たちとまちの将来像や取組などを共有しながら、一体となって
取り組むことが大切です。
今後は、新たな長期総合計画のもと、町民や事業者、関係団体の皆さんとまちの将来像実現
に向けたまちづくりを進めていきます。

【計画の特徴】
町が目指す将来像をどのように実現していくのかを総合的に示すため、長期総合計画と趣旨・
目的が部分的に重複している「人口ビジョン」「まち・ひと・しごと創生総合戦略」「行政改革
大綱」を統合し、一体的に策定しています。

計画の構成と期間
この計画は、日の出町がこれから目指す「まちの将来像」を示す基本構想と、将来像を実現
するための施策体系などを定めた基本計画で構成されています。

基本構想 計画期間

８年間
令和 8年度 (2026 年度)

⬇
令和15年度 (2033 年度)

事 業 計 画
基本計画に掲げた各施策について、毎年度具体的な事業計画をつくり、実行していきます。 
また、翌年度に効果検証を行い、その結果を公表するとともに、改善につなげていきます。

基本計画
人口減少・地域活性化対策

（第 3 期まち・ひと・しごと創生総合戦略）

6 つの基本目標・31の施策
行政改革大綱

計画期間

４年間

前期
令和 8年度 (2026 年度)

⬇
令和 11 年度(2029 年度)

後期
令和 12 年度(2030 年度)

⬇
令和 15 年度(2033 年度)
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日の出町の現状

１　日の出町の将来人口の予測
今後、町の老齢人口・生産年齢人口・年少人口のいずれも減少傾向で推移し、本基本計画終
了後の令和12（2030）年には総人口が16,277人に減少すると予測されています。さらに、令
和22（2040）年頃には生産年齢人口と老齢人口の割合が逆転することも予測されています。

２　令和６年度（2024 年度）町民アンケート調査
町民アンケート調査を基に、まちづくりにおける各分野の満足度と重要度の相関分析を行う
と以下のようなグラフになり、「道路・公共交通の充実」や「都市・住宅基盤の整備」等の優
先度が高いことがわかりました。

　前期基本計画

【総人口と年齢３区分別人口の推移と将来推計】

【出典】各年国勢調査（総務省）、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）

5

（１）人口動態
　①日の出町の将来人口の予測

令和２（2020）年の国勢調査結果に、直近の合計特殊出生率や社会移動の影響などを
反映した推計によると、今後町の老齢人口・生産年齢人口・年少人口のいずれも減少傾
向で推移していくことが見込まれ、本基本計画終了後の令和12（2030）年には総人口
が16,277人に減少すると予測されています。さらに、令和22（2040）年頃には生産年
齢人口と老齢人口の割合が逆転することも予測されています。

２　日の出町の現状

0

2,000

S55
(1980)

年少人口
(15歳未満)

生産年齢人口
(15～64歳)

老齢人口
(65歳以上)

年少
人口割合

生産年齢
人口割合

老齢
人口割合

S60
(1985)

H2
(1990)

H7
(1995)

H12
(2000)

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

R2
(2020)

R7
(2025)

R12
(2030)

R17
(2035)

R22
(2040)

R27
(2045)

R32
(2050)

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1,4251,425

8,6668,666

3,7623,762

1,8401,840

9,9519,951

3,9963,996

2,0982,098

11,18211,182

3,1523,152

2,4132,413

11,83011,830

2,4412,441

3,3443,344

11,43711,437

1,8501,850

3,7993,799

10,50110,501

1,6411,641

4,8754,875

9,8169,816

1,9591,959

6,1676,167

8,7128,712

2,2002,200

6,5696,569

8,1548,154

2,2352,235

13.2%13.2%

38.7%38.7%

48.1%48.1%

6,7686,768

8,1228,122

2,0432,043

6,6296,629

7,8637,863

1,7851,785

6,4646,464

7,2497,249

1,7521,752

6,4566,456

6,4816,481

1,6771,677

6,3176,317

5,8815,881

1,6331,633

6,2156,215

13,85413,854

15,78715,787
16,44416,444 16,70116,701 16,63116,631

15,94115,941
16,65016,650

17,44617,446

実績値実績値

総人口と年齢３区分別人口の推移と将来推計総人口と年齢３区分別人口の推移と将来推計
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　②親子ワークショップ
こどもたちが自分の「好き」や「得意」を表現でき、地域の大人たちと一緒に伸ばし

ていける、そしてそれを町が後押しするという理想像を親子は求めていました。

（４）令和６年度（2024 年度）町民アンケート調査
18歳以上の町民1,500人に行ったアンケート調査では、まちづくりにおける各分野の満

足度と重要度をそれぞれ５段階評価してもらいました。この満足度と重要度の相関分析を
行うと以下のようなグラフになり、「満足度が低い × 重要度が高い＝優先度が高い」項目は、

「道路・公共交通の充実」や「都市・住宅基盤の整備」といった項目になりました。

【満足度 × 重要度の相関分析】
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自然環境の保全と公園・
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自然環境の保全と公園・
緑地の整備

道路・公共交通の充実道路・公共交通の充実道路・公共交通の充実

学校教育の充実学校教育の充実学校教育の充実

生涯学習社会の形成生涯学習社会の形成生涯学習社会の形成

商・工業の振興商・工業の振興商・工業の振興

協働のまちづくりの推進協働のまちづくりの推進協働のまちづくりの推進 自立した自治体経営の推進自立した自治体経営の推進自立した自治体経営の推進
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農林業の振興農林業の振興農林業の振興

地域福祉の充実地域福祉の充実地域福祉の充実
青少年の健全育成青少年の健全育成青少年の健全育成

社会保障等の充実社会保障等の充実社会保障等の充実
障がい者支援の充実障がい者支援の充実障がい者支援の充実

高齢者支援の充実高齢者支援の充実高齢者支援の充実

防犯・交通安全の充実防犯・交通安全の充実防犯・交通安全の充実

消防・防災の充実消防・防災の充実消防・防災の充実

健康づくりの総合的推進健康づくりの総合的推進健康づくりの総合的推進

子育て支援の充実子育て支援の充実子育て支援の充実

廃棄物処理と
リサイクルの推進
廃棄物処理と
リサイクルの推進
廃棄物処理と
リサイクルの推進

生活環境の充実生活環境の充実生活環境の充実

スポーツの振興スポーツの振興スポーツの振興
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交流拠点となる総合的
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情報化の推進情報化の推進情報化の推進

土地の有効利用土地の有効利用土地の有効利用

観光の振興観光の振興観光の振興

都市・住宅基盤の整備都市・住宅基盤の整備都市・住宅基盤の整備

重要度　平均 4.63重要度　平均 4.63重要度　平均 4.63

満足度　平均 0.24満足度　平均 0.24満足度　平均 0.24
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３　町民が描いた理想の日の出町（住民ワークショップ・親子ワークショップ）
町民の方が描く「理想の日の出町」には、当たり前の日常として存在する自然や観光資源を
もっと多くの人に知ってもらい、日の出町の外からも人がやってきて賑わいが生まれるという
理想像が描かれていました。

こどもたちが自分の「好き」や「得意」を表現でき、地域の大人たちと一緒に伸ばしていけ
る、そしてそれを町が後押しするという理想像を親子は求めていました。
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基本目標と取組
基本構想で示したまちの将来像を実現するために達成すべき目標を、6つの政策分野ごとに
掲げました。
政策分野ごとに取り組む施策は、それぞれの分野に捉われない横断的な視点を持って進めて
いきます。
さらに、人口減少・地域活性化対策として5つの重点目標を設定し、人口規模が縮小しても
社会を機能させる適応策に重点を置いた施策を展開します。
政策・施策体系に示す取組を着実に進め、町民や事業者、関係団体の皆さんと一緒にその達
成を目指します。

【横断的な視点】

政策・施策体系

●人口減少対策　●カーボンニュートラルの推進　●安全・安心のまちづくり
●ジェンダー平等の推進　●デジタル化の推進

将来像 政策（基本目標） 施　　策
人口減少・地域活性化対策

重点目標
１ ２ ３ ４ ５

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
日
の
出
町

　
　
　
　
　
　
　
『
暮
ら
し
た
く
な
る
ま
ち
』
の
実
現

１
こどもが夢や希望を持って
健やかに育つまち

【こども・教育】

1 切れ目のない子育て支援

安
心
し
て
働
き
、
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
の
実
現

稼
ぐ
力
を
高
め
、
付
加
価
値
を
創
出
す
る
地
域
経
済
の
実
現

新
し
い
ひ
と
の
流
れ
を
つ
く
る

新
時
代
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
Ａ
Ｉ
・
デ
ジ
タ
ル
な
ど
新
技
術
の
徹
底
活
用

広
域
連
携
に
よ
る
課
題
解
決

2 子育てしやすい環境の整備

3 こどもの学びや成長の支援

4 安全で良好な教育環境の整備

5 社会総がかりで育む教育の実現

2
支え合い、誰もが健康で
自分らしく暮らせるまち

【健康・福祉・共生社会】

6 健康づくりの総合的推進

7 予防体制・医療提供体制の整備

8 地域福祉の充実

9 高齢者福祉の充実

10 障がい者福祉の充実

11 共生社会の実現

3
共に学び、豊かに暮らすまち

【文化・スポーツ】

12 生涯学習社会の形成

13 文化・スポーツの振興

14 （仮称）総合文化体育センターの設置推進

4
豊かな自然と安全で
快適な生活環境を保つまち

【生活・環境・安全安心】

15 計画的なまちづくりの推進

16 道路・橋梁の整備

17 住環境の充実

18 公共交通の充実

19 自然環境の保全と公園の整備

20 下水道の効率的な管理

21 循環型社会の形成

22 消防体制・防災対策の充実

23 防犯・交通安全対策の充実

5
活気に満ちた成長するまち

【産業振興】

24 農林業の振興

25 商工業の振興

26 観光の振興

6
持続可能な行財政運営

【行政改革大綱】

27 開かれた行政と協働のまちづくりの推進

28 広域行政・広域連携の推進

29 自立した自治体経営の推進

30 デジタル化の推進

31 脱炭素の推進



6

基
本
目
標
１

こどもが夢や希望を持って健やかに育つまち

施策 １ 切れ目のない子育て支援

■妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行います。
■�母子の健康づくりや親子で参加できる事業の充実など、子育てしやすい地域づくりを進め
ます。

■こどもの特性に応じた支援や、配慮が必要なこどもや家庭への支援を行います。

妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援により、
子育て家庭が安心してこどもを産み育てることができるまち目指す姿

施策 2 子育てしやすい環境の整備

■こどもの視点に立った居場所づくりを進めます。
■学童保育及び児童館事業の一層の充実を図ります。
■こども家庭センターの機能強化を図り、子育て家庭の孤立化の防止に取り組みます。
■こどもたちの居場所を充実させるために、インクルーシブ公園の整備等を進めます。

こどもや子育て世帯が安心して楽しく過ごせる居場所が
確保されているまち目指す姿

施策 3 こどもの学びや成長の支援

■「生きて働く力」「非認知能力」などの生きるための基盤を養う教育を進めます。
■「かかわり」と「つながり」、「学びの循環」を大切にした教育活動を実践します。
■�「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図り、誰一人として取り残さな
い学びの推進に取り組みます。

こどもたちが、生きがいとやりがいをもって、自分らしく豊かに学び、
健やかに成長できる環境が整っているまち目指す姿

施策 4 安全で良好な教育環境の整備

■�児童・生徒が安全に学校生活を送れるよう、施設の適正な維持管理に努めるとともに、小・
中学校の適正規模・適正配置について検討を進めます。

■ＩＣＴの活用を支える環境の整備と通学路の安全対策等を進めます。
■安全・安心な学校給食提供体制の構築と食育の推進に取り組みます。

新しい時代の学び舎としての学校で、こどもたちが安心して
夢や希望の実現に向けて学び、生活しているまち目指す姿

施策 5 社会総がかりで育む教育の実現

■�学校や家庭、地域が一体となり、より一層連携を深め、地域全体でこどもを見守る環境を
整備します。

■青少年の健やかな成長や社会参加を促進します。

こどもが地域の人とふれあい、活動する中で、住む場所への
愛着を持ち、地域で自分の夢や希望をかなえているまち目指す姿

こども・教育
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支え合い、誰もが健康で自分らしく暮らせるまち

施策 6 健康づくりの総合的推進 

■�生活習慣病の予防や重症化予防対策を強化し、誰もが主体的に健康づくりに取り組む習慣
の定着を推進します。

■生きづらさを抱えている人に必要な支援を行い、自殺者を出さないまちを目指します。

誰もが主体的な健康づくりに取り組み、
元気に生活することができるまち目指す姿

施策 7 予防体制・医療提供体制の整備

■平時や災害時を含め、必要な時に必要な医療を受けることができる体制の整備を進めます。
■�新型コロナウイルス感染症への対応を教訓とし、新興感染症も見据えた予防対策を推進し
ます。

充実した地域医療により、安心して暮らせるまち目指す姿

施策 8 地域福祉の充実

■�生活課題の複雑・複合化に対応するために、様々な分野を横断する、包括的な支援体制の
構築を進めます。

■誰もが自分らしく安心して暮らせる地域社会を実現するため、権利擁護事業を推進します。

誰もが支援の「担い手」となり、地域全体で支え合うことで、
複雑な課題を抱える人が必要な支援につながっているまち目指す姿

施策 9 高齢者福祉の充実

■�高齢者が安心して地域で住み続けられるよう、医療・介護連携によるサービス提供の維持
を図ります。

■認知症の人も安心して暮らせる地域づくりを進めます。
■介護サービスの「量」と「質」を確保し、持続可能な介護サービスを提供します。
■高齢者の社会参加と生きがいづくりに向けて、高齢者と地域活動をつなぐ支援を行います。

高齢者が必要な支援を受けながら、
生きがいと役割を持ち続けられるまち目指す姿

施策１0 障がい者福祉の充実

■相談支援体制の強化や、持続可能な支援提供体制の構築を進めます。
■研修や学習会を定期的に開催し、障がいに対する理解を促進します。

障がいのある方が、必要な支援・サービスを享受し、
地域で自立した生活を営み、積極的に社会参加できるまち目指す姿

施策１１ 共生社会の実現

■法務局や人権擁護委員協議会と連携し、人権尊重の普及啓発に取り組みます。
■女性の活躍推進やパートナーシップ制度の活用など、男女共同参画を推進します。
■平和祈念式典を開催するなど、平和の継承に取り組みます。

すべての人が互いの人権を尊重し、
自分らしく能力を発揮することのできる多様性と活力のあるまち目指す姿

健康・福祉・
共生社会
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共に学び、豊かに暮らすまち

豊かな自然と安全で快適な生活環境を保つまち

施策１2 生涯学習社会の形成

■「人生100年時代」に対応する生涯学習体制の充実を図ります。
■すべての世代の「学び」を支える拠点として、図書館の環境整備に取り組みます。
■図書館でのサービスやイベントを通じて、読書活動を推進します。

年齢や障がいの有無などに関係なく、誰もが、
いつでも・どこでも・自由に学べるまち目指す姿

施策１5 計画的なまちづくりの推進

■生活利便性向上と持続可能なまちづくりのため、コンパクトなまちづくりを推進します。
■まちの個性や魅力をいかしながら、新たな価値の創出・地域活性化に取り組みます。
■急峻な地形に対応する防災・減災対策を充実させ、災害に強いまちづくりを進めます。
■2地区（三吉野場末地区・三吉野清坊地区）において新たな市街地整備を進めます。

今の住宅環境を良好に維持しながら、
新たな市街地の形成に向け取組を進めているまち目指す姿

施策１6 道路・橋梁の整備

■東京都との行政連携を深めながら、主要な幹線道路の整備を促進します。
■定期的にパトロールを実施し、通行に支障が出ないよう町道を適切に維持管理します。
■長期間にわたり安心して利用できるよう、橋梁の適切な維持管理を行います。

道路の適切な状態把握・計画的な維持管理・改修により、
歩行者や車両の安全が確保されたまち目指す姿

施策１4 （仮称）総合文化体育センターの設置推進

■�スポーツと文化の森設置構想に基づき、拠点施設の設置推進や埋め立て跡地の利用検討を
行います。

三多摩都民と多くの町民が交流できる拠点施設が
設置されているまち目指す姿

施策１3 文化・スポーツの振興

■史実を継承する体制を整え、歴史や文化芸術に親しむ環境の充実を図ります。
■既存の文化・芸術・スポーツ施設の最適化や有効活用を検討します。
■障がいの有無等に関わらず、誰もが気軽にスポーツに触れる機会を提供します。
■関係団体や大学、企業等と連携し、スポーツ活動の活性化を図ります。
■スポーツ団体や指導者など、スポーツを支える人を支援します。

スポーツを楽しみ文化に触れることで、交流が生まれ、
活気のあるまち目指す姿

文化・
スポーツ

生活・環境・
安全安心
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施策１7 住環境の充実

■耐震化に係る費用の一部補助など、木造住宅耐震化の支援を充実します。
■�管理が不十分な空き家に対する改善措置や空き家バンクへの登録など、空き家対策を推進
します。

■町営住宅の計画的な管理や、様々な世帯へ対応できる住宅の確保に努めます。

既存の住宅環境を良好に維持し、
住みよい街並みが形成されているまち目指す姿

施策１8 公共交通の充実

■�「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりと連携した公共交通の再編に取り組
みます。

町民や町を訪れた人が、安全・安心・快適に目的の場所へ
移動できるまち目指す姿

施策１9 自然環境の保全と公園の整備

■豊かな自然をつぎの世代につなげていくため、環境意識の醸成を図ります。
■特定外来生物による被害防止や、熊の出没防止の対策を進め、安全な生活を確保します。
■河川ごとの特性や機能に応じた維持管理を行い、河川環境を整備します。

従来の生物多様性を保ち、自然が持つ機能を活用する、
災害に強く緑豊かなまち目指す姿

施策20 下水道の効率的な管理

■�持続可能な下水道事業の実現に向け、公共下水道施設の計画的かつ効率的な管理に取り組
みます。

■収支構造の適正化に向けた使用料の検証等を進め、下水道経営の安定化に努めます。
■新たな官民連携手法を導入し、コスト削減や効率化を進めます。

下水道の効率的な維持管理が実施され、
快適な生活環境が確保されているまち目指す姿

施策2１ 循環型社会の形成

■�住民・事業者・行政の各主体がそれぞれの役割を果たし、循環型社会を形成できるよう取
組を進めます。

■ごみの削減やリサイクルの重要性などについて、意識啓発活動を推進します。
■SAF※事業への協力など、新たな資源循環につながる取組を推進します。
※SAF　持続可能な航空燃料

住民・事業者・行政の三者の協働による廃棄物の減量・資源化の
取組により自然環境が守られ、環境にやさしいまち目指す姿

施策22 消防体制・防災対策の充実

■関係機関等と連携した応急体制の強化や、避難所環境の向上に取り組みます。
■訓練や自主防災組織の活動支援を通し、自助・共助の両面から地域防災力を強化します。
■迅速かつ正確な情報伝達実現のため、防災DXやテクノロジー活用を推進します。

防災力の向上による、災害に強いまち目指す姿
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施策23 防犯・交通安全対策の充実

■防犯力の強化や関係機関との連携により、犯罪が発生しにくい環境を整備します。
■こどもや高齢者の交通安全・事故防止のための対策を推進します。
■放置自転車対策や街路灯の LED化など安全で安心な道路環境を整備します。

地域の防犯力の向上を図り、安心して暮らせる環境の整ったまち目指す姿

基
本
目
標
５

活気に満ちた成長するまち

施策24 農林業の振興

■農地の集約化や適地適作の促進により、農地利用の最適化を図ります。
■�後継者不足や高齢化に対応するため、新規就農者や若手農業者など担い手の確保・育成に
努めます。

■�特産物の普及を通じて地域ブランドを強化し、販路開拓や6次産業化により農業の高付加
価値化を進めます。

■�森林の健全化を図るとともに、地域材の高付加価値化や新たな需要開拓を進めます。
■�環境保全と収益性を両立し、地球環境に配慮した持続可能な林業を実現します。

担い手が育成され、農林業の基盤や森林の多面的機能が
保たれているまち目指す姿

施策25 商工業の振興

■中小企業の人手不足や、事業承継の問題等に対する支援を行います。
■金融機関との連携や補助金交付等により、起業・創業に取り組む人への支援を行います。
■新たな支援制度で企業誘致を推進し、地域経済の活性化と雇用創出を図ります。
■町内で安心して買い物ができるよう、消費者被害の未然防止策を幅広い世代に推進します。

訪れる人が活気ある街並みを楽しめるまち目指す姿

施策26 観光の振興

■�より多くの方に日の出町を知ってもらえるよう、観光資源の再認識や掘り起しを行うとと
もに、効果的な情報発信を行います。

■町に関わる観光人材の育成や、各種団体との連携強化により観光振興を推進します。
■観光スポットの魅力を維持するため、継続的な整備・管理により景観を維持します。

観光客が自然や観光体験を楽しむまち目指す姿

産業振興
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持続可能な行財政運営

施策27 開かれた行政と協働のまちづくりの推進

■�様々な媒体で情報を発信し広報を充実させるほか、ワークショップやパブリックコメント
など、直接住民の意見を聞く機会を設けます。

■�自治会に対し、地域特性や課題に応じた支援を行うとともに、加入促進の取組を行い、地
域コミュニティの活性化を図ります。

■�町民・民間団体・行政が対等な立場で相互に補完し合い、地域の魅力向上に取り組む協働
のまちづくりを推進します。

多様な人々がつながり、連携しながら地域課題の解決に
取り組むことで活性化しているまち目指す姿

施策28 広域行政・広域連携の推進

■�広域的な行政ニーズに柔軟かつ効率的に対応するため、広域的組織や一部事務組合等への
参画を通じて、自治体間の連携を強化します。

■�特定の行政課題に対応するため、関係自治体との連携の維持・強化に取り組みます。
■�友好町村の新島村との交流を充実させるほか、新たな国内外の姉妹（友好）都市提携を推
進します。

広域行政・広域連携により行政サービスの効率化と
質の向上が図られているまち目指す姿

施策29 自立した自治体経営の推進

■人口が減少し、不確実な時代にあっても、健全な財政運営を実現します。
■社会情勢の変化や行政需要等の変化に強い組織づくりを継続します。
■財政状況や人口減少・施設の老朽化を踏まえ、公共施設の再編を進めます。
■�持続可能で活気と魅力にあふれるまちづくりに向け、自治体や民間企業など多様な主体と
連携し、移住定住促進・関係人口創出に取り組みます。

持続可能な財政基盤を確立し、目指す将来像に近づいているまち目指す姿

施策30 デジタル化の推進

■各種手続きのオンライン化を進め、利用者の利便性を向上させます。
■�生成 AI 等のデジタル技術の適切な活用により、持続的にサービス提供が可能な体制を整
備します。

■�新しい技術に対応した情報セキュリティ対策を強化し、住民情報の保護と行政の信頼性を
高めます。

デジタル技術を活用し、業務を効率化することで、
職員数が減少しても持続可能なまち目指す姿

施策3１ 脱炭素の推進

■住宅の省エネ化支援や支援内容の周知により、脱炭素化を加速します。
■公共施設の再生可能エネルギー化を図り、町の事務・事業における脱炭素化を推進します。
■学校給食で地元産食材を活用し、地元納品業者と連携することで、環境負荷を軽減します。

地域全体で地球温暖化防止の取組を進めるまち目指す姿

行政改革大綱
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